




別 表（平成31年4月1日改正） 

※平成31年4月1日からの取得について有効 

 

「資格更新審査基準単位」 

 

認定認知症領域検査技師の資格更新審査に必要な最低単位数は１００単位とし、次の中から取得し

た単位の合計数をもって審査するが、2022年4月1日以降の更新者（2017年4月1日以降に認定資格を

取得した認定技師）については、資格更新のためのJSDP（日本認知症予防学会）技師講座又は指

定講習会のどちらかを少なくとも１回受講し、２０単位を取得していることを資格更新の要件とす

る。なお、認定試験の受験に必要な単位は資格更新審査基準単位の必要最低単位数の２分の１以上

とする。 

 

１．日臨技主催のJSDP技師講座（２日コース）の修了 ４０単位 

２．日臨技主催のJSDP技師講座（１日コース）の修了 ２０単位 

 予防学会学術集会併設の日臨技主催のJSDP技師講座は、予防学会の会員でなくても受講で

きるものとする。 

３．日臨技主催の指定講習会（２日コース）の修了 ３０単位 

４．日臨技主催の指定講習会（１日コース）の修了 ２０単位 

５．日本医学検査学会前日のスキルアップセミナーの修了 ２０単位 

６．各支部または都道府県技師会主催の認知症対応力向上講習会であり以下の条件にすべて合致し

ている日臨技承認研修会の参加終了 １０単位 

〔条件〕 

 研修内容の中に認知症の検査への理解を深める内容があること 

 通算講義時間は５時間を超えるもの（休憩を含めて５時間以上としてもよい） 

 主催者より日臨技認定センター宛に開催の３ヶ月より前に申請され、審議会委員である日臨

技理事により承認されたもの 

 講義参加証明書（修了証書ほか）が発行されること 

７．審議会委員を派遣する認知症関係学会の主催する研修会・講演会の参加１０単位 

８．上記１から７における講師を務めた場合 １０単位 

９．日臨技各種認定制度の認定資格保有者 ２０単位 

10．都道府県技師会を含む他法人および他学会主催の認知症領域に関する研修会で、以下の条件す

べてに合致している承認研修会への参加 ５単位 

〔条件〕 

 通算講義時間は３時間を超えるもの 

 主催者より日臨技認定センター宛に開催の３ヶ月より前に申請され、審議会委員である日臨

技理事により承認されたもの 

 講義参加証明書（修了証書ほか）が発行されること 

11．予防学会学術集会への参加 ２０単位  



12．認知症に関する一般演題、シンポジウム等の学会発表：筆頭 １０単位、共著 ５単位 

〔条件〕 

 抄録掲載のあるもの 

 日本語の発表でも外国語の発表でもよい 

 認知症の一次予防、二次予防、三次予防のいずれかに該当する内容であること 

13．認知症に関する原著論文：筆頭 ２０単位、共著 １０単位 

〔条件〕 

 掲載雑誌は問わないが、査読付き論文であること 

 日本語論文でも外国語論文でもよい 

 認知症の一次予防、二次予防、三次予防のいずれかに該当する内容であること 

14．認知症に関するその他論文：筆頭 １０単位、共著 ５単位 

〔条件〕 

 掲載雑誌および査読の有無は問わない 

 日本語論文でも外国語論文でもよい 

 認知症の一次予防、二次予防、三次予防のいずれかに該当する内容であること 

 

（※JSDPとは日本認知症予防学会の略称である。） 

  



別 表（平成29年4月1日改正） 

※平成31年3月31日までの取得について有効 

 

「資格更新審査基準単位」 

 

認定認知症領域検査技師の資格更新審査に必要な最低単位数は１００単位とし、次の中から取得し

た単位の合計数をもって審査する。なお、認定試験の受験に必要な単位は資格更新審査基準単位の

必要最低単位数の２分の１以上とする。 

 

１．日臨技主催のJSDP技師講座の修了 ４０単位 

２．日臨技主催の指定講習会の修了 ３０単位 

３．日臨技主催のJSDPスキルアップセミナーの修了 ２０単位 

４．日臨技主催のスキルアップセミナーの修了 ２０単位 

５．日臨技主催の認知症対応力向上講習会A ３０単位（平成29年度開催） 

６．都道府県技師会主催の認知症対応力向上講習会B ２０単位（平成29・30年度開催） 

７．審議会委員を派遣する認知症関係学会の主催する研修会・講演会の参加 １０単位 

８．上記１から７における講師を務めた場合 １０単位 

９．日臨技各種認定制度の認定資格保有者 ２０単位 

10．都道府県技師会を含む他法人および他学会主催の認知症領域に関する研修会で、以下の条件す

べてに合致している承認研修会への参加 ５単位 

〔条件〕 

・通算講義時間は３時間を超えるもの 

・主催者より日臨技認定センター宛に開催の３ヶ月より前に申請され、審議会委員である日臨技

理事により承認されたもの 

・講義参加証明書（修了証書ほか）が発行されること 

11．予防学会学術集会への参加（参加のみ）２０単位 （発表有り）３０単位 

なお、予防学会が主催する各講座は、当学会の会員でなくても受講できるものとする。 

12．審議会委員である日臨技理事が予め指定する学会・研修会等への参加５単位 

・参加が確認できる参加申込受付票または領収書などが発行されること 

 

 

  



別 表（平成27年2月25日改正） 

※平成29年3月31日までの取得について有効 

 

「資格更新審査基準単位」 

 

認定認知症領域検査技師の資格更新審査に必要な最低単位数は１００単位とし、次の中から取得し

た単位の合計数をもって審査する。 

 

１．予防学会学術大会における認知症領域検査技師講座の修了４０単位 

２．予防学会主催の認知症領域検査技師講座の修了２０単位 

３．日臨技主催の認知症領域検査技師指定講習会の修了３０単位 

４．審議会委員を派遣する認知症関係学会の主催する研修会・講演会の参加１０単位 

５．上記１から４における講師を務めた場合１０単位 

６．日臨技各種認定制度の認定資格保有者２０単位 

７．他法人および他学会主催の認知症領域に関する研修会で、以下の条件すべてに合致している研

修会・セミナーへの参加５単位 

〔条件〕 

・通算講義時間は３時間を超えるもの 

・主催者より日臨技認定センター宛に開催の３ヶ月より前に申請され、審議会委員である日臨技

理事により承認されたもの 

・講義参加証明書として修了証書などが発行されること 

８．予防学会学術集会への参加１０単位 

なお、予防学会が主催する各講座は、当学会の会員でなくても受講できるものとする。 

 

 


